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1 運転経歴証明書 運転者の運転経歴証明書取得に対する助成 800円/人・年 1会員150人上限 8,000,000 事後申請 不要

2 適性診断
運転者適性診断（一般・初任・適齢）の受診料に
対する助成

①一般診断　2,400円/人
②初任診断　2,400円/人
③適齢診断　2,400円/人

1人年１回 13,200,000 Ｗｅｂ申請 不要

3
睡眠時無呼吸症候群（SAS）
検査

運転者の睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング
検査に要する費用（第一次検査、第二次検査）に
対する助成

5,000円/人
1人年１回
1会員50人上限

4,000,000 事前申請 不要

4
睡眠時無呼吸症候
群精密検査（ＰSＧ）

ＳＡＳ検査の結果、精密検査の対象となった者の
検査費用に対する助成

20,000円/人（上限） 1人年１回 200,000 事後申請 不要

5 脳健診
運転者(４０才以上)の健康管理のため、脳健診受
診に対する助成

10,000円/人（上限） 1会員15人上限 3,500,000 事後申請 不要

6 ドライバー研修
安全運転研修施設にドライバー等を派遣する訓
練費用(受講料）に対する助成

①全ト協主催の特別研修
　Gマーク認定事業所　全額
　その他　　　　　　　　　7割
②全ト協主催の一般研修　全額

1会員10人上限(①②合算) 1,800,000  事前申請 不要

7 EMS EMS機器の導入に要した費用に対する助成 導入経費の1/2（上限50,000円） 1会員15台上限 21,000,000  事後申請 不要

8 ドライブレコーダー
ドライブレコーダーの導入に要した費用に対する
助成

導入経費の1/2（上限額は①～③記載額）
　①運行管理連携型 50,000円　(20,000円）
　②標準型　　　　　 　20,000円　（20,000円）
　③簡易型　　　　　 　10,000円　（10,000円）
　※（　）書きの金額は、国の補助金を受けた場合

1会員15台上限(①～③合算) 19,000,000 事後申請 不要

9 安全装置

後方視野確認支援装置、側方衝突監視警報装
置、呼気吹込み式アルコールインターロック装
置、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用す
る携帯型アルコール検知器及びトルクレンチの導
入に要した費用に対する助成

①後方視野確認支援装置  40,000円/台
②側方衝突監視警報装置  120,000円/台
③呼気吹込みアルコールインターロック装置
　 50,000円/台
④IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する
　 携帯型アルコール検知器  50,000円/台
⑤トルクレンチ  取得価格の1/2 上限70,000円/台

※⑤トルク・レンチを除く、①～④装置の取得価格
   が助成額を下回る場合は、その取得価格を助
   成額とする。

1会員15台上限(①～④合算)
⑤トルクレンチは車両総重量8
ｔ以上の事業用トラックを管理
する事業所に１台上限

14,000,000

令和7年度まで特例的に認め
ていた、「新車に標準で装着
された後方視野確認支援装
置」については、令和8年度
から助成対象外とする。（後
付けでの導入が対象）

事後申請 不要

10 車輪脱落事故防止機器 車輪脱落事故防止機器購入費用に対する助成 購入費用の1/2（上限30,000円） 1会員30,000円上限 600,000 事後申請 不要

11 フォークリフト技能講習
フォークリフト運転技能講習の受講費用に対する
助成

①陸災防 6,000円/人
②他教習機関 4,000円/人

1会員3人上限 500,000 事後申請 不要

12 準中型・中型・大型免許等
従業員に指定教習所で準中型、中型免許、大型
免許、けん引免許を取得または、準中型・中型免
許の限定解除を行った費用に対する助成

①準中型免許　40,000円/人
②中型免許　75,000円/人
③大型免許（二種は除く）　150,000円/人
④けん引免許　50,000円/人
⑤限定解除（AT限定は除く）　30,000円/人

1会員500,000円上限 20,000,000  事後申請 不要

13 健康診断 運転者の健康診断に対する助成

①定期健康診断又は雇入れ時健康診断
  （運転者 として雇入れた場合）　1,500円/人
②特定業務従事者（深夜業）健康診断
　 1,500円/人

1会員 車両台数×1.４上限
（申請回数は運転者１人につ
き、①・②それぞれ１回ずつ）

13,500,000

一般会計を財源とした、健康
診断受診助成事業を実施。
（4/1～5/31までの期間で予
算額1,200,000円）

事後申請 不要

14 女性用休憩施設等
女性及び高齢の従業員用の休憩室、トイレ等の
増改築費用に対する助成

工事経費の1/2（上限300，000円） 1会員1施設まで 1,500,000 事前申請 不要

15 熱中症予防対策支援助成事業 熱中症予防対策用品購入費用に対する助成 購入費用の1/2（上限50，000円） 1会員50,000円上限 2,500,000 令和8年度新設 事後申請 不要

16 アイドリングストップ支援機器
アイドリングストップ支援機器の導入に要した費
用に対する助成

導入経費の1/2
①電気式の毛布・マット　15,000円/枚
②エア・温水式ヒーター　 60,000円/台
③蓄冷式クーラー（デンソー、日野、三菱、ＵＤ
製）　60,000円/台、車載バッテリー式冷房装
置　 60,000円/台

①電気式の毛布・マット 30枚上限
②エア・温水式ヒーター 3台上限
③蓄冷式クーラー・車載バッテ
   リー式冷房装置　3台上限

5,500,000 　 事後申請 不要

17 環境対応車
環境対応車（天然ガス、ハイブリッド、電気、燃料
電池自動車）の導入に要した費用に対する助成

対象車両ごとの助成額(全ト協・県ト協）など、
詳細は要領を参照のこと

1会員5台上限 6,000,000 事前申請 必要

18 エコタイヤ エコタイヤの導入に要した費用に対する助成
2,000円/本
車両数×2/3×12本上限

1会員300本上限 33,000,000 福島県から20,000,000円の補助 事後申請 不要

19 中小企業大学校
中小企業大学校の対象講座を受講した場合の受
講料に対する助成

受講料の2/3相当額 200,000 事前申請 不要

20 グリーン経営認証
グリーン経営認証を取得又は更新した際の費用
に対する助成

新規取得　100,000円
更新        　50,000円上限

1会員 1回/年
（支店、営業所の数にかかわらず年度
内で1事業者につき取得・更新のどち
らか１回）

1,300,000 事後申請 不要

21 近代化基金利子補給
設備資金、環境対応車・省ｴﾈ機器導入資金、ポ
スト新長期等規制適合車導入資金の借入に対す
る利子補給

・上期（令和8年2月長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄに基づき）
　設備資金　利率1.0％
　環境対応車・省エネ機器導入　利率1.0％
　ﾎﾟｽﾄ新長期等規制適合車導入　利率1.0％

・下期（令和8年8月長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄに基づき）
  8月中旬にHPへ掲載予定。

設備資金　1会員35,000,000円
環境対応車・省エネ機器導入資金
1会員70,000,000円
ポスト新長期等規制適合車導入
資金 1会員35,000,000円

6,412,252

「限度額等」欄の額は、 融資
限度額。

令和8年度より利子補給率の
決定時期が年2回に変更。

事前申請 必要

22 信用保証料（一般保証）
信用保証協会の信用保証料（一般の保証）に対
する助成

信用保証料の額が
　50,000円まで　全額
　50,000円～　　50,000円に50,000円を超えた額の
1/2を加えた額

年度内100,000円上限 1,500,000  事後申請 不要

23
信用保証料（セーフティネット
保証）

信用保証協会の信用保証料（県制度資金等の保
証料）に対する助成

信用保証料の額が
　100,000円まで　全額
　100,000円～　　100,000円に100,000円を超えた額
の1/2を加えた額

年度内200,000円上限
※「災害関係保証」又は「東日本大震
災復興緊急融資」の場合は400,000円
上限

3,000,000 事後申請 不要

24 利子（セーフティネット保証）
県ト協の信用保証料助成を受けたものに対する
借入利子の助成

13,000,000 令和11年度をもって事業廃止 事後申請 不要

適
正
化

25 運行管理者講習
運行管理者講習(一般、基礎）の受講料に対する
助成

①一般講習　1,500円/人・年
②基礎講習　5,000円/人・年

一般講習は選任管理者のみ

基礎講習は車両台数の10％
を上限

3,000,000 事後申請 不要

196,212,252

　※ 各助成事業の詳細は、各助成事業要領にてご確認ください。
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①令和6年度までにセーフティネット保証料助成を受け、借入を行った事業者
   助成利率を0.8％とし、助成期間を融資日から3年間、申請期間は融資日から5年
   以内とする。
   　※ 借入（支払）利率が0.8％を下回る場合は借入（支払）利率と同率とする

②令和7年度にセーフティネット保証料助成を受け、借入を行った事業者
   助成期間は3年間とし、助成金額は300，000円を上限に設定､申請期間は融資日
　 から4年以内とする。
　  ※ 助成期間または上限額に達した時点で助成は終了とする

計
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通
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全
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策
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対
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令和８年度　各種助成事業一覧

区分 制度の概要 助成額等 限度額等
申請書等
への押印

　※ 赤字は変更箇所

予算額(円)
申請
方法

摘　要



助成申請に当たっての留意事項 

 

   １ 助成事業全般について 

（１）事助成事業要領、申請書様式等につきましては、協会ホームページより  

ご確認の上、ダウンロード等を行ってください。 

 

（２）令和７年度から、環境対応車導入促進助成事業、近代化基金利子補給制度を 

除き、申請書等の押印が廃止となっております。ただし、外部発行の証明書 

等の押印は廃止しません。 

 

    （３）適性診断受診助成事業につきましては、電子(WEB)申請となります。 

       助成を受けるために必要となる助成票は協会ホームページより申請のうえ、 

各自で印刷し、指定機関へ提出してください。 

        

    （４）各助成事業の執行状況は、協会ホームページにて公表いたします。 

    

   ２ 助成事業の上限に係る「助成事業基礎台数」及び会員の定義について 

（１）助成事業の上限数は、助成事業基礎台数を基準としております。この「助成 

事業基礎台数」は、協会にご報告いただいている、「毎年４月１日現在の車両 

保有台数」となっており、年度を通じて変更はいたしません。 

       ※助成事業基礎台数は協会ホームページから確認することができます。 

 

（２）県内に複数の事業所を有している場合は、普通会員・賛助会員を合わせて 

１会員とします。 

 

   ３ 申請書類の作成・提出について 

     申請書類等を作成・提出にあたり、次の取扱いをお願いします。 

（１）提出書類は、規格Ａ４判・片面印刷とし、ホチキス止めはしないでください。 

 

（２）申請書類等が多くなる場合は、提出の際に書類がバラバラにならないよう、 

クリップ等を使用してください。 

 

（３）支払い完了を証明する書類について 

   ・インターネットバンキングでの振込み（支払い）の場合は①～④の情報が 

記載されている書類を提出してください。 

① 振込依頼人 

② 振込（支払）先 

③ 振込（支払）金額 

④ 振込（支払）指定日 

 ・預金通帳の写しを提出する場合は①②の情報が記載されているページを提出 

してください。 

① 預金通帳の表紙（会社名が印字）又は見開きページの写し 

② 支払（引落）日、支払先、支払金額が記載されているページの写し 



 

 

（４）会社内での経理処理や申請に関する協会からの問い合わせに備え、申請書等 

の写しは各自で必ず保管してください。 

 

（５）申請書等の提出方法は、協会宛に郵送等又は持参により提出してください。 

 なお、普通郵便での送付の場合は到着まで数日要することを考慮の上、送付 

手段を選択してください。 

 

    （６）申請書控えに協会の受付印を希望する場合は、返信用の申請書写し及び宛先 

を記載した返信用封筒（郵送の際は送料分の切手、その他は送付伝票等を 

貼付）を提出してください。 

 

    ４ 全日本トラック協会が単独で行う助成事業について 

全日本トラック協会が単独で行う助成事業につきましては、協会が窓口となって 

     おります。申請可能な助成事業につきましては、協会ホームページに掲載しており 

ますが、詳細は事前にお問い合わせください。 

 

    ５ 問い合わせ及び申請書提出先 

      公益社団法人福島県トラック協会 業務部（交付金グループ） 

      ※各支部では申請を受け付けておりません。 

      〒960-0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋３２ 

      TEL：024-558-7755（ガイダンス 1番）  

FAX：024-558-7731 

URL:http://fukutora.lat37n.com/furtherance/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://fukutora.lat37n.com/furtherance/


１．運転経歴証明書・運行管理者講習助成以外

助成を除き、交付申請書等及び提出書類の内容について審査・受理された後、原

則として「月末締め翌々月１０日前後」に指定口座へ振り込みます。

・申請の締め日及び交付（振込）予定日

２．運転経歴証明書・運行管理者講習助成

口座へ振り込みます。

・申請の締め日及び交付（振込）予定日（四半期ごと）

12月25日(金) 2月10日(水)

1月29日(金) 2月26日(金)

12月25日(金) 2月10日(水)

１月～２月申請受理

１０月～１２月申請受理

７月～９月申請受理

運転経歴証明書 2月22日(月)

運行管理者講習 2月25日(木)
3月19日(金)

9月30日(水) 11月10日(火)

令和８年度助成金の交付（振込）について

　各種助成金の交付（振込）につきましては、運転経歴証明書・運行管理者講習

　運転経歴証明書・運行管理者講習助成金は、原則として「四半期ごと」に指定

11月10日(火)

締め日 交付（振込）予定日

２月申請受理

１２月申請受理

１１月申請受理

１０月申請受理

９月申請受理

１月申請受理

9月10日(木)

10月9日(金)

５月～６月申請受理 6月30日(火) 8月7日(金)

事後申請を受理した月

申請を受理した月

9月30日(水)

6月30日(火)５月～６月申請受理

締め日 交付（振込）予定日

2月22日(月) 3月19日(金)

8月7日(金)

7月31日(金)

10月30日(金) 12月10日(木)

８月申請受理

７月申請受理

11月30日(月) 1月8日(金)

8月31日(月)
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令和８年度 トラック運転者の運転経歴証明書取得助成事業要領 

 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、トラック運転者（以下「運転者」という。）の運転経歴に係る証明書取得を促進す

ることによって、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）又は協会未加入者（以下「非会員」という。）が行う運転者の安全管理・

安全教育等に役立てることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

（１） 会員で、会費の未納が無いもの。 

（２） 非会員はＧマーク認定事業所であること。 

 

３ 助成の対象となる証明書 

  会員又は非会員の県内事業所（支店・営業所を含む）に勤務する運転者が取得する「無事故・無 

 違反証明書」又は「運転記録証明書」で、交付日が令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は

入会日）から令和９年２月２２日までのもの。 

 

４ 助成件数 

（１）会員は、令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保

有台数）と同数まで（ただし、新規普通会員の場合は入会時の台数とする。）とし、助成事業基

礎台数が１５０件を超える場合は１５０件を上限とする。 

（２）非会員は、令和８年４月１日現在の車両保有台数と同数までとし、車両保有台数が１５０台

を超える場合は１５０件を上限とする。 

 

５ 助成金額 

  １件につき８００円（運転者１人につき年１件まで）。 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 ８,０００,０００円 

 

８ 助成金の申請手続 

別紙の「トラック運転者の運転経歴証明書取得助成金交付申請書」に必要な書類を添えて協会宛

てに郵便等又は持参により提出する。この際、非会員は令和８年４月１日現在の車両保有台数を確

認できる公的書類を添付する。 
 

９ 助成金の返還 

 （１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請 

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

10 注意事項 

  県内に複数の営業所がある場合、原則として本社又は主管支店でまとめて提出すること。 
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令和８年度トラック運転者の適性診断（一般・初任・適齢）受診 

助成事業要領 

                             令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）又は協会未加入事業者（以下「非会員」という。）のトラック運転者（以

下「運転者」という。）が、指定機関又は協会支部（以下「支部」という。）の行う運転者適性診断

（一般・初任・適齢）（以下「診断」という。）を受診した場合、受診料の一部を助成することによ

って運転者の管理・運営・教育等を通して交通事故防止を図ることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

 （１）一般診断 

会員 

（２）初任診断及び適齢診断 

ア 会員 

イ 非会員 Ｇマーク認定事業所であること 

 

３ 助成の対象となる診断・助成金額 

  令和８年４月１日（ただし、新規会員は入会日）から令和９年２月２５日までの間に指定機関で 

受診した診断とし、運転者１人につき、いずれか年１回までとする。 

 助 成 対 象 助 成 金 額 

一般診断 福島県内事業所に従事している運転者が受診する一般診断 ２，４００円 

 

初任診断 

福島県内事業所に従事している運転者が受診する初任診断

で、カウンセリングを令和９年２月２５日までに受けたもの 

※ 雇用前（予定者を含む）の運転者は対象としない。 

 

２，４００円 

 

適齢診断 

福島県内事業所に従事している６５歳以上の運転者が受診す

る適齢診断で、カウンセリングを令和９年２月２５日までに

受けたもの 

 

２，４００円 

  

４ 指定機関 

 （１）自動車事故対策機構 福島支所       電話 024-522-6626 

 （２）富久山自動車教習所 附属交通安全研究所  電話 024-955-6131 

 （３）平中央自動車学校             電話 0246-26-3429 

 （４）タイヘイドライバーズスクール       電話 0246-23-3411 

 （５）南湖自動車学校              電話 0248-22-1177 

 （６）有限会社小林物流             電話 0248-73-2256 

 （７）本宮自動車学校              電話 0243-48-2218 

 （８）扇町自動車学校              電話 0242-22-3759 

 

５ 申請期間 

  令和８年４月１日から令和９年２月２５日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 
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６ 予算額  

１３，２００，０００円 

 

７ 助成金の申請手続 

  「通常方式」、「自社ナスバ方式」、「貸出機器方式」のいずれも電子申請とする。協会ホームペー

ジより申請申込を行い、運転適性診断受診助成票（以下「助成票」という。）を印刷する。 

（１）通常方式 

指定機関又は支部に事前予約後、電子申請を行い、適性診断を受診する際に助成票を指定機

関又は支部に提出すること。 

（２）自社ナスバ方式 

自動車事故対策機構福島支所（以下「事故対」という。)の「ナスバネット方式」を導入し、

利用する場合 

ア 事前に協会との「覚書」を交わすこと、また、該当覚書を事故対へ提示することを条件

とする。 

イ 助成票及び受診者名簿を利用月の翌月５日までに事故対に提出すること。 

 （３）貸出機器方式 

    事故対の「貸出機器」を利用する場合 

    ア 別紙「令和８年度適性診断「貸出機器」利用事前申請書」（以下「事前申請書」という。）

を協会宛に郵送又はＦＡＸにより提出すること。 

    イ 協会の受付印が押印された事前申請書を受領後、当該事前申請書と助成票及び受診者名

簿を利用月の翌月５日までに事故対に提出すること。 

 

８ 助成金の返還 

 （１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申

請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 
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はい いいえ

自社ナスバ方式 貸出機器方式

通常方式の受診です
か。

通常方式

自社ナスバ方
式ですか、貸
出機器方式で
すか。

自社ナスバ方式 貸出機器方式

指定機関又は支部に事前予約 覚書を協会と締結 事前申請書を協会を提出

協会の受付印が押印された事前
申請書を受領

一般
診断 初任

適齢
診断

一般
診断

一般
診断

助成票 助成票 助成票 助成票 助成票

次の書類を受診時に指定機関・
支部へ提出
①助成票

自社において診断の実施 自社において診断の実施

指定機関・支部において診断の実施

次の書類を翌月５日までに
事故対へ提出
①助成票
②受診者名簿

次の書類を翌月５日までに
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①助成票
②受診者名簿
③事前申請書

事故対 事故対

適性診断申請フロー図

通常方式

協会ホームペー
ジからのWEB申
請（令和５年度
～）

提出
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令和８年度トラック運転者の睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ） 

スクリーニング検査受診助成事業要領

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）のトラック運転者（以下「運転者」という。）が睡眠時無呼吸症候群（以

下「ＳＡＳ」という。）スクリーニング検査を受診した場合に、その一部を助成し、ＳＡＳ患者の早

期発見と適切な治療及び治療中の運転者に対する点呼時の健康管理を通じて、労働災害事故防止に

寄与することを目的とする。 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

３ 助成の対象となる検査 

 会員の県内事業所（支店・営業所を含む）に勤務する運転者が受診するＳＡＳスクリーニング検

査のうち、健康保険適用外である次に掲げる検査を令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は

入会日）から令和９年２月２２日までの間に受診した場合とする。 

（１）第一次検査（簡易アンケートによるチェック、分析、判定）

（２）第二次検査（フローセンサ法やパルスオキシメトリ法等による簡易スクリーニング検査）

４ 指定検査・医療機関 

 全ト協指定機関である次の３機関とする。 

住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号 

ＮＰＯ法人 

睡眠健康研究所 

〒156-0041 

東京都世田谷区大原 2-15-15 
03-5355-9941 03-5355-9956 

ＮＰＯ法人 

ヘルスケアネット

ワーク

（東京オフィス） 

〒101-0052 

東京都千代田区神田小川町１丁目３番１号 

ＮＢＦ小川町ビルディング 4階 

（一社）専門医ヘルスケアネットワーク事務局内  

03-3295-1271 03-3295-1274 

一般社団法人 

運輸・交通ＳＡＳ

対策支援センター 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷 3丁目 2番 5号 

全日本トラック総合会館 2階 

03-3359-9010 03-3356-5454 

５ 助成件数 

１会員あたり令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保

有台数）と同数まで（ただし、新規普通会員の場合は入会時の台数とする。）とし、助成事業基礎台

数が５０台を超える場合は５０件を上限とする。 

６ 助成金額 

第一次検査費用  １人 １，０００円 

第二次検査費用  １人 ４，０００円 

第一次・二次検査費用の合計５，０００円（運転者１人につき年１回）とする。 

  ただし、５，０００円未満の場合はその額とする。 
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７ 申請期間 

（１）事前申込は原則として令和８年４月１日から令和８年１２月２５日までとする。

（２）実績報告書の提出は令和８年５月１日から令和９年２月２２日までとする。

ただし、予算枠に達した場合、その時点で終了とする。

８ 予算額 ４,０００,０００円 

９ 助成金の申請手続 

（１）事前に「スクリーニング検査事前申込書（様式１－１）」を協会宛に郵便等又は持参により提 

出すること。 

（２）事前申込を提出した会員は、検査を受けようとする指定検査・医療機関に予約をし、「スクリ 

ーニング検査申込書兼委任状（様式１－２）」に記入し、正本を指定検査・医療機関に提出し、 

写しを会員が保管すること。 

指定検査・医療機関及び会員は、個人情報保護法に基づき、当該申込書兼委任状の目的外利 

用及び紛失、流出などの無いよう充分注意すること。 

（３）会員は、検査終了後、「スクリーニング検査実績報告書（様式１－３）」に必要な書類を添え

て協会宛に郵便等または持参により提出すること。

10 助成金の返還 

（１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

（２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

11 注意事項 

（１）申込者は予約した日より原則１ヶ月以内に検査を受けること。

（２）国又は他の団体等から助成金を受けた（受ける）場合は助成の対象とならない。
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令和８年度トラック運転者の睡眠時無呼吸症候群精密検査 

（ＰＳＧ）受診助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）のトラック運転者（以下「運転者」という。）が睡眠時無呼吸症候群の

スクリーニング検査（以下「ＳＡＳ検査」という。）の結果、精密検査対象となった場合、睡眠ポリ

グラフィ―検査（以下「ＰＳＧ検査」という。）の受診を促進するためにその一部を助成し、もって

運転者の健康管理を通じて労働災害事故防止に寄与することを目的とする。

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

３ 助成の対象となる検査 

 会員の県内事業所（支店・営業所）に勤務する運転者がＳＡＳ検査の結果、精密検査対象となり、

令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までに受けた保険

診療のＰＳＧ検査（入院検査）とする。 

 ただし、ＳＡＳ検査を「トラック運転者の睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）スクリーニング検査受

診助成事業要領」の４に掲げる指定検査・医療機関以外で受診した場合は受診結果の写しを添付す

ること。 

５ 助成金額 

ＰＳＧ検査（保険診療）費用とし、２０，０００円（運転者１人につき年１回まで）を上限とす

る。 

 ただし、保険適用費用のみ対象とする。 

６ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

７ 予算額 ２００,０００円 

８ 助成金の申請手続 

別紙の「トラック運転者の睡眠時無呼吸症候群精密検査（ＰＳＧ）受診助成金交付申請書」に必

要な書類を添えて協会宛てに郵便等又は持参により提出する。 

９ 助成金の返還 

（１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

（２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。
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10 注意事項 

次の場合は、助成の対象とならないので注意すること。 

（１）入院外の検査（携帯型、簡易検査等） 

（２）食事代・部屋代等の保険適用外の費用 

（３）検査結果後の在宅医療に係る費用 
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令和８年度トラック運転者の健康診断（脳健診）受診助成事業要領 

         
令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、トラック運転者（以下「運転者」という。）の脳健診の受診を促進することによっ

て、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以下「会

員」という。）が行う運転者の健康管理と運転者の脳疾患に起因する事故の未然防止に資することを

目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象 

  助成の対象とする経費は、会員の県内事業所（支店・営業所を含む）に勤務する４０歳以上の運

転者が受診した脳健診（脳ドック、脳ＭＲＩ健診）のうち、「頭部ＭＲＩ」と「頭部ＭＲＡ」の検査

に要した費用とし、次の（１）～（３）の条件を満たす検査とする。 

（１）「頭部ＭＲＩ」と「頭部ＭＲＡ」のセット受診であること。 

（２）令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの間の

検査であること。 

（３）保険診療の「頭部ＭＲＩ」「頭部ＭＲＡ」検査でないこと。 

 

４ 助成件数 

１会員あたり令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保

有台数）と同数まで（ただし、新規普通会員の場合は入会時の台数とする。）とし、助成事業基礎台

数が１５台を超える場合は１５件を上限とする。 

 

５ 助成金額 

  受診者一人１０，０００円（運転者１人につき年１回まで）。 

  ただし、１０，０００円未満の場合はその額とする。 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 ３,５００,０００円 

 

８ 助成金の申請手続 

別紙の「トラック運転者の健康診断(脳健診)受診助成金交付申請書」に必要な書類を添えて協会

宛てに郵便等又は持参により提出する。 
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９ 助成金の返還 

 （１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請 

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

10 注意事項 

次の場合は、助成の対象とならないので注意すること。 

（１）保険診療の「頭部ＭＲＩ」「頭部ＭＲＡ」を受けた場合 

（２）「頭部ＭＲＩ」と「頭部ＭＲＡ」のどちらか片方のみを受けた場合 

（３）国又は他の団体等から助成金を受けた（受ける）場合 
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（参考）

脳健診には、「脳ドック」や「脳ＭＲＩ健診」があります。

●「脳ドック」

●「脳ＭＲＩ健診」

頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ検査を中心に、各種検査を組み合わせて、脳梗塞、脳出
血、脳動脈瘤の有無の他、脳血管疾患の兆候や危険因子を発見できます。
（参考：５～６万円程度※施設により異なります）

頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ検査のみを行う、簡易なスクリーニング検査で、比較的
短時間・安価で、脳梗塞、脳出血、脳動脈瘤の有無が確認できます。
（参考：２万円程度※施設により異なります）

脳健診とは？

脳健診

脳ＭＲＩ健診

脳ドック

脳梗塞
脳出血 があるか
脳動脈瘤
（くも膜下出血の原因）

●頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ検査
脳の断面・血管を撮影

など

●超音波検査
→動脈硬化の様子や血管
の詰まり具合の確認

●心電図検査
→不整脈（心房細動）の確認

●脳波検査
→てんかんなどの発見

●血液検査 ●血圧測定

など
脳血管疾患の
兆候や危険因
子の発見

脳ドック・脳ＭＲＩ健診

いずれの場合でも、この部

分の費用の一部を助成しま

す。

脳ＭＲＩ健診
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令和８年度ドライバー等安全教育訓練受講助成事業要領 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、ドライバー等の安全教育訓練の受講を促進することによって、公益社団法人福島県トラ

ック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以下「会員」という。）が行う運転者の安全意識

向上及び運転者の運転技能向上に役立てることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会費の未 

納が無いもの）。 

 

 

３ 助成の対象となる研修 

   次の（１）～（４）の条件を満たす研修とする。 

   （１） 協会ホームページに掲載してある「研修一覧」に記載されているもの。 

（２） 県内事業所に勤務するドライバー又は安全運転管理者が受講するもので、ドライバーにあたって

は「貨物実技コース」に限る。 

（３） 安全教育訓練施設に対し、会員が受講料を直接負担したもの。 

（４） 令和８年４月１日（だたし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までに受講したもの。 

 

４ 助成件数 

   1 会員当たり１０人を上限とする。 

 

５ 助成金額 

   （１） 特別研修は、研修受講料の７割とする。ただしＧマーク認定事業所は、研修受講料の全額とする。 

   （２） 一般研修は研修受講料の全額とする。 

 

６ 申請期間 

   （１） ドライバー等安全教育訓練助成申込書は、令和８年４月１日から令和９年１月２９日までとする。 

   （２） ドライバー等安全教育訓練実施報告書は、令和８年５月１日から令和９年２月２２日までとする。 

 ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

 

７ 予算額 １，８００，０００円 

 

８ 助成金の申請手続 

   別紙「利用上のご注意」「手続きの流れ（フロー）」「手続きの流れ（図）」のとおり。 
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利⽤上のご注意
１．助成額
特別研修の場合は、別表１に定める額となります。
⼀般研修の場合は、全額助成となります。

２．交付に係る要件
助成⾦の交付を受けられるのは、福島県トラック協会の会員事業者が、全ト協が
指定する研修施設に、⾃社のトラックドライバー⼜は安全運転管理者等を派遣し、
所定の研修を受講させた場合に限られます。
※上記に該当する場合であっても、福島県トラック協会の予算の制約や、研修
ごとの定員の制約により、助成⾦の交付を受けられないことがあります。福島県
トラック協会及び研修施設にそれぞれご確認ください。

３．研修受講料の⽀払い
研修受講料は、受講開始⽇の７⽇前までに、各研修施設にお⽀払いください。

４．研修受講後の提出書類
研修受講後の提出書類は、研修受講後７⽇以内に、福島県トラック協会にご提
出ください。

５．申込みの取下げ
予約した研修の申込みを取り下げる際は、福島県トラック協会及び研修施設にそ
れぞれご連絡ください。
なお、キャンセル料に関する条件（発⽣時期・⾦額等）は、各施設への申込時
の合意内容によって異なりますので、予めご了承ください。また、キャンセル料について
助成⾦の交付を受けることはできません。

６．助成⾦の交付が受けられない場合
次のいずれかに該当する場合は、助成⾦の交付が受けられない（費⽤全額が⾃
⼰負担となる）ことがありますので、ご注意ください。
①正当な理由なく所定の研修を修了しなかった場合。
②上記４．の期⽇を過ぎても、研修終了後の必要書類を福島県トラック
協会に提出しなかった場合。

③その他研修⼜は⼿続において不適切な⾏為等があった場合。

７．お問い合わせ先
助成制度については福島県トラック協会に、研修の内容については研修施設にそ
れぞれお問い合わせください。
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⼿続きの流れ（フロー）

①福島県トラック協会への事前確認

②研修施設への研修予約申込み

③福島県トラック協会への助成⾦交付申込み

④研修受講

⑤福島県トラック協会への報告書等の提出

⑥福島県トラック協会から助成⾦交付

研修施設への予約の前に、福島県トラック協会にお問い合わせの上、助成金交
付の可否・⼈数等についてご確認ください。
（※予算の残額によっては、助成⾦の交付が受けられない場合があります。）

研修施設に⽇程等をお問い合わせの上、研修の予約を⾏ってください。
研修施設から提出書類や⼿続きにつき指⽰があった場合は、それに従ってください。
また、受講開始⽇の７⽇前までに、受講料を納⼊してください。

上記２の研修の予約とは別個に、「助成申込書」（様式１）により、
福島県トラック協会に助成⾦の交付をお申し込みください。
（※福島県トラック協会は、研修施設に「助成申込書」を参考として転送します）

研修の全カリキュラムを修了してください。

ご所属の都道府県トラック協会に、研修終了後７⽇間以内に、実施報告書
（様式２）及び添付書類（修了証、領収書等）をご提出ください。
（※研修施設で記⼊したアンケートがある場合、これを参加報告書（様式３）に代えることができます）

※下記は標準的な⼿続きの流れを⽰したものですが、研修施設によっては、
⼿続きの内容が若⼲異なる場合があります。その場合は、申請先の指⽰
に従っていただくようお願いいたします。
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研修施設全⽇本
トラック協会 会員事業者福島県

トラック協会

①福島県トラック協
会への事前確認

②研修施設への研修予約申込み 各研修施設の
申込様式

様式１

※予約後、研修7⽇前までに受講料を納⼊

③福島県トラック協
会への助成⾦交付
申込み(FAX等)

（福島県ト協は研修施設に
様式１を参考として転送）

研修
実施

研修予約後〜研修終了後に書類交付

(研修時に実施した場合)

様式２

(研修時に実施した場合)

⑤福島県トラック協会
への報告書等の提
出(郵送等・持参)

※研修終了後
7⽇以内に提出

年度終了後に
実績報告

助成⾦請求

⑥助成⾦交付

・様式４
・様式４－２

実績報告書
（任意書式）

助成⾦振込

⼿続きの流れ（図）

・研修修了証
・領収書
・アンケート 等

・研修修了証
・領収書
・様式３または
アンケート

ドライバー
等派遣

④研修受講
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令和８年度ＥМＳ機器導入助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以 

下「会員」という。）がＥМＳ機器を導入する場合の費用の一部を助成することで、その導入を促進し、 

もって、安全運転の励行と環境改善に役立てることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

  会員で、会費の未納が無いもの(ただし、新規普通会員の場合は、入会後６ヶ月以上経過し、会費の未

納が無いもの)。 

 

３ 助成の対象となる機器 

 次の（１）～（２）の条件を満たす機器とする。 

（１） 別紙「対象機器一覧表（ＥМＳ機器）」に記載された機器（協会のホームページで確認のこと）。 

（２） 会員が、令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの

間に事業用貨物自動車に新たに導入した機器（中古品・レンタル品を除く。）。 

 

４ 助成件数 

会員は、令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保有台数とす

る。ただし、新規普通会員の場合は入会時の車両保有台数とする。）と同数まで(１５台を上限) 。 

 

５ 助成金額 

（１） 機器１台の２分の１の額（千円未満切捨て、１台ごとに計算）とし、１台当たり５０,０００円 

   を限度とする。 

（２） 機器１台の内容は、機器本体・取付部品・メモリーカード等及び車に取り付ける際の費用（消 

費税等は除く。）をいう。 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 ２１,０００, ０００円 

 

８ 助成金の申請手続 

  別紙の「令和８年度ＥМＳ・ドライブレコーダー機器導入助成事業実施報告書（助成金申請書）」に、

必要な書類を添付して、協会宛に郵送等又は持参により提出する。 

 

９ 助成金の返還 

 （１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請は、 

原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 
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10 機器の処分制限 

  機器導入の日から起算して１年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供しては 

 ならない。ただし、あらかじめ協会の承認を得た場合はこの限りではない。 

 

11 その他 

（１）導入方法は「機器購入」・「新車装着」、導入に当たっての支払方法は「買取り（一括、割賦）」・ 

「リース」、のいずれの方法でもよい。 

（２）ドライブレコーダー機能を有した一体型機器を導入した場合、協会が行うドライブレコーダー助 

成金との併用は妨げない。 
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令和８年度ドライブレコーダー機器導入助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以 

下「会員」という。）がドライブレコーダー機器を導入する場合の費用の一部を助成することで、その導 

入を促進し、もって、安全運転の励行に役立てることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

  会員で、会費の未納が無いもの(ただし、新規普通会員の場合は、入会後６ヶ月以上経過し、会費の未

納が無いもの)。 

 

３ 助成の対象となる機器 

  次の（１）～（２）の条件を満たす機器とする。 

 （１） 別紙「対象機器一覧表（簡易型・標準型・運行管理連携型ドライブレコーダー機器）」に記載さ 

    れた機器（協会のホームページで確認のこと）。 

（２） 会員が、令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの 

   間に事業用貨物自動車に新たに導入した機器（中古品・レンタル品を除く。）。 

 

４ 助成件数 

会員は、令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保有台数とす

る。ただし、新規普通会員の場合は入会時の車両保有台数とする。）と同数まで(１５台を上限) 。 

 

５ 助成金額 

（１） 機器１台の２分の１の額（千円未満切捨て、１台ごとに計算）とし、１台当たりの上限額は下表 

のとおりとする。 

（２） 国の補助金申請との併用は妨げないが、国の補助金の交付を受けた際の上限額は下表のとおりと 

する。 

（３） 機器１台の内容は、機器本体・取付部品・メモリーカード等及び車に取り付ける際の費用（消費 

    税等は除く。）をいう。 

機器分類別助成金額表  

 
 

機器の分類 

１台当たりの助成金上限額 

国等の補助金を受けない 

場合の助成金額 

国等の補助金を受ける 

場合の助成金額 

簡 易 型 １０，０００円 

 標 準 型 ２０，０００円 

運行管理連携型 ５０,０００円 ２０,０００円 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月1日から令和９年２月２２日。ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 １９,０００, ０００円 
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８ 助成金の申請手続 

  別紙の「令和８年度ＥМＳ・ドライブレコーダー機器導入助成事業実施報告書（助成金申請書）」に、

必要な書類を添付して、協会宛に郵送等又は持参により提出する。 

 

９ 助成金の返還 

 （１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請は、 

原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

10 機器の処分制限 

機器導入の日から起算して１年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供しては 

ならない。ただし、あらかじめ協会の承認を得た場合はこの限りではない。 

 

11 その他 

（１） 導入方法は「機器購入」・「新車装着」、導入に当たっての支払方法は「買取り（一括、割賦）」・ 

「リース」、のいずれの方法でもよい。 

（２） ＥМＳ（デジタコ）機能を有した一体型機器を導入した場合、協会が行うＥМＳ助成金との併用 

は妨げない。 
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令和８年度安全装置等導入助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以 

下「会員」という。）が安全装置等を導入する場合の費用の一部を助成することで、その導入を促進し、 

もって、交通事故防止を図ることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

  会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６ヶ月以上経過し、会費の未

納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる装置 

  次の（１）～（５）の条件を満たす装置とする。 

（１） 別紙「対象装置一覧表（後方視野確認支援装置・側方衝突監視警報装置・呼気吹き込み式アルコ 

ールインターロック・ＩＴ機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器）」 

に記載された装置（協会のホームページで確認のこと）及び車両総重量８ｔ以上の事業用貨物自動 

車（大型車）用トルク・レンチ（自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含 

む。)。 

（２） 助成の対象となる取得価格には装置本体価格の他、部品や付属品等の費用を含むものとし、取付 

工賃や消費税は取得価格には含まない。 

（３） 会員が、令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの 

間に事業用貨物自動車又は事業所に新たに導入した装置（中古品・レンタル品を除く。）。 

（４） 国からの補助金が交付されていない装置。 

（５） 下表「５ 装置ごとの助成条件及び助成金額」に記載された装置ごとの助成条件を満たしている 

装置（後方視野確認支援装置、側方衝突監視警報装置、呼気吹込み式アルコールインターロック装 

置は後付けでの導入を対象とする。)。 

 

４ 助成件数 

会員は、令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保有台数とす

る。ただし、新規普通会員の場合は入会時の車両保有台数とする。）と同数まで(トルク・レンチを除く

各装置は合算で１５台を上限)とし、トルク・レンチについては、車両総重量８ｔ以上の事業用貨物自動

車を保有する事業所に１台とする。 

 

５ 装置ごとの助成条件及び助成金額 

装置の種類 助成条件 助成金額    

①後方視野確認支援装置(新車

新規登録した車両に標準で取

り付けられた後方視野確認支

援装置は助成対象外) 

 

 

新たにモニター及び後方カメラを同時に導

入した場合であること 

４０,０００円 

側方視野確認支援装置導入済み車両に新た

に後方カメラを導入した場合であること 

４０,０００円 

 

既に導入されていた当該装置の故障等によ

り、代替としてモニター及び後方カメラを

同時に買い換える場合、又はモニターか後

方カメラのいずれかを買い換える場合であ

ること 

４０,０００円 
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装置の種類 助成条件 助成金額   

②側方衝突監視警報装置 ア 車両総重量７.５ｔ以上の事業用貨物

自動車の左側方の安全確保を目的として

装着した装置を導入した場合であること 

イ トラクタ・トレーラに装着する場合は、

トラクタの第５輪荷重が８．５ｔ以上で

あること 

１２０,０００円 

③呼気吹込み式アルコールイ

ンターロック装置 
         － 

５０,０００円 

④ＩＴ機器を活用した遠隔地

で行う点呼に使用する携帯

型アルコール検知器 

助成対象者が、安全性優良事業所（Ｇマーク

認定事業所）であること 

５０,０００円 

⑤トルク・レンチ(自立型トル

ク・レンチ、トルクセッター

型インパクトレンチを含む) 

ア 「６００Ｎ・ｍ」以上の締め付け能力   

を有すること(締め付け能力の確認はカ

タログ等で行う) 

イ 車両総重量８ｔ以上の事業用貨物自動

車（大型車）を保有する事業所であるこ

と 

７０,０００円 

(上限額) 

※１ トルク・レンチ(⑤)を除く装置(①～④)の取得価格が助成金額を下回る場合はその取得価格を 

助成金額とする。 

※２ トルク・レンチについては、取得価格の２分の１の額(小数点以下の値が生じた場合、小数点以 

下の値は切り捨て) を助成金額(上限額７０,０００円)とする。 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 １４,０００,０００円 

 

 

８ 助成金の申請手続 

  別紙の「令和８年度安全装置等導入助成事業実施報告書（助成金申請書）」に、必要な書類を添付して、

協会宛に郵送等又は持参等により提出する。 

 

９ 助成金の返還 

 （１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請は、 

原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

10 装置の処分制限 

  装置導入の日から起算して１年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、他用途への転用、貸付又は担保 

に供してはならない。ただし、あらかじめ協会の承認を得た場合はこの限りではない。 
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11 その他 

（１） 導入方法は「装置購入」・「新車装着」、導入に当たっての支払方法は「買取り（一括、割賦）」・ 

「リース」、のいずれの方法でもよい。 

（２） 別紙「対象装置一覧表」の後方視野確認支援装置及び側方衝突監視警報装置の型式に記載されて 

いる型式の「＊」印には任意の英数字が入り、「＊」に任意の英数字が記載されていない装置に 

ついては助成対象外とする。 

（３） インターネットなどの通信販売で安全装置等を購入する際に、割引ポイント・割引クーポ 

ンを利用した場合の取得価格は割引利用額を差し引いた額とする。 

（４） 新車新規登録した車両に標準で取り付けられた後方視野確認支援装置は助成の対象外とする。 
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令和８年度車輪脱落事故防止機器導入助成事業要領 

 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、車輪脱落事故防止機器の導入を促進することによってタイヤ交換時や日時点検時

のナット締めの適正管理を図り、車輪脱落事故を防止することを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６ヶ月以上経過し、会費

の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる車輪脱落事故防止機器 

  令和８年４月１日から令和９年２月２２日までの間に購入した、（１）～（６）に掲げる車輪脱落

事故防止機器（中古品を除く。）とする。 

（１） ホイール・ナットインジケーター 

（２） ゼイフティラグロック 

（３） ナットチェッカー 

（４） ホイール・ナット用ラインマーカー 

（５） ノルトロックホイールナット 

（６） その他、協会が認めた車輪脱落事故防止機器（その他で申請の場合は助成の対象となるか、

事前に協会まで問い合わせること。） 

 

４ 助成金額 

１会員当たり購入費用（消費税等は除く。）の２分の１の額（千円未満切捨て）とし、３０,００

０円を上限とする。 

 

５ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

  ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

６ 助成金の申請手続 

別紙の「令和８年度車輪脱落事故防止機器導入助成事業実施報告書（助成金申請書）」に添付書類

を添えて協会宛てに郵便又は持参により提出する。 

 

７ 予算額 ６００,０００円 

 

８ 助成金の返還 

 （１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 
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 （２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申 

請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

９ その他 

インターネットなどの通信販売で機器を購入する際に、割引ポイント・割引クーポンを利用した

場合の購入費用（消費税等は除く。）は、割引利用額を差し引いた額とする。 
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令和８年度フォークリフト運転技能講習受講助成事業要領 

          

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会福島県支部（以下「陸災防」という。）又は福

島県労働局長登録教習機関（以下「指定教習機関」という。）主催のフォークリフト運転技能講習（以

下「技能講習」という。）を、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会

員及び賛助会員（以下「会員」という。）の運転者が受講した場合、協会はその費用の一部を助成す

ることとし、運転者の労働災害防止を図ることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる講習 

  会員の県内事業所（支店・営業所を含む）に勤務する運転者が令和８年４月１日（ただし、新規

会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの間に受講した陸災防又は指定教習機関主催の

フォークリフト運転技能講習 

 

４ 助成金額 

（１）陸災防で受講した場合、受講者一人につき６，０００円 

（２）指定教習機関で受講した場合、受講者一人につき４，０００円 

 １会員あたり３件を上限とする。 

 

５ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

６ 予算額 ５００,０００円  

 

７ 助成金の申請手続 

別紙の「フォークリフト運転技能講習受講助成金交付申請書」に必要な書類を添えて協会宛てに

郵便等又は持参により提出する。 

 

８ 助成金の返還 

 （１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請 

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

９ 注意事項 

次の場合は、助成の対象とならないので注意すること。 

（１）国又は公共機関等から助成を受けた（受ける）場合 

（２）支払い完了を証明する書類（領収書等）の写しが個人名の場合 
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指 定 機 関
略 称

指　　定　　機　　関　　名 住 所 電話番号

陸 災 防
陸上貨物運送事業労働災害防止協会

福島県支部
福島市飯坂町平野字若狭小屋３２ 024-558-9011

（一社）福島労働基準協会 福島市大町４－４    東邦スクエアビル２F 024-522-4834

（一社）郡山労働基準協会 郡山市富久山町久保田字久保田１５７－１ 024-932-3266

（一社）いわき労働基準協会 いわき市郷ヶ丘２丁目３０－３ 0246-29-0011

（一社）会津労働基準協会 会津若松市東栄町２－１８ 0242-27-8511

（一社）白河労働基準協会 白河市十三原道上３－１７ 0248-24-0961

（公社）須賀川労働基準協会 須賀川市旭町２２７－１ 0248-75-0244

（一社）喜多方労働基準協会 喜多方市諏訪８８－２ 0241-22-4146

（一社）相馬労働基準協会 相馬市中村字桜ヶ丘６７ 0244-36-5135

北 部 建 機
(株)北部日本自動車学校
 北部日本建設機械講習所

伊達市原島９５ 024-583-3331

本 宮 ・ 田 村
建 機

石橋建設工業(株)
 本宮・田村自動車学校建機講習所

本宮市高木字舟場６－１ 0243-34-4110

郡 山 産 機
(株)郡山自動車学校
 郡山産業機械講習所

郡山市田村町金屋字孫右エ門平２８－１ 024-942-7522

夜 ノ 森
さ く ら

(株)川上工業
 夜ノ森さくら建設機械講習所

郡山市土瓜一丁目２２８ 024-954-6692

タ イ ヘ イ
産 機

(株)タイヘイドライバーズスクール
タイヘイドライバーズスクール産業機械講習所

いわき市平塩字古川１－１ 0246-23-3411

会 津 平 和
建 機

会津総合開発(株)
 会津平和建設機械講習所

河沼郡会津坂下町福原字長泥８ 0242-83-1111

扇町自動車
学 校

黒井産業(株)
 扇町自動車学校

会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原１６ 0242-22-3759

田 島 建 機
(株)田島ドライビングスクール
 田島建設機械講習所

南会津郡南会津町永田字堂前２２３９ 0241-62-1152

南 湖 建 機 (有)南湖建設機械講習所 白河市関辺上ノ原２７－６ 0248-22-1244

白河東産機 (有)白河東産業機械研修センター 白河市東釜子字古峯内９８ 0248-34-2565

南相馬建機
原町中央自動車教習所
 南相馬建設機械講習所

南相馬市原町区錦町１－２７ 0244-26-4166

ふ た ば
(有)双葉自動車学校
 ふたば産業機械講習所

双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬廹１９８-３ 0240-23-5990

棚倉講習所 (株)棚倉安全衛生講習所 東白川郡棚倉町大字棚倉字日向前２２０-１ 0247-33-2573

日 本 建 機 日本建機教習所(株) 和歌山県橋本市東家６丁目５-２２ 0736-20-2055

※ 定員に達しない場合、講習を実施しない指定機関があります。　詳細につきましては各指定機関に直接ご確認ください。

地

区

基

準

協

会

フォークリフト運転技能講習受講助成事業

指　定　教　習　機　関　一　覧

令和８年４月１日現在
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指 定 機 関 略 称 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

陸 災 防
福  島
郡  山
いわき

福  島
郡  山
いわき
会  津

福  島
郡  山
いわき
会  津

福  島
郡  山
いわき

福  島
郡  山
いわき

福  島
郡  山
いわき

福  島
郡  山
いわき

福  島
郡  山
いわき

郡  山
いわき

郡  山
いわき

郡  山
いわき

地 区 基 準 協 会 白  河

会　津
白　河
喜多方
相　馬

白  河
喜多方

白  河
相  馬

北 部 建 機

本 宮 ・ 田 村 建 機

郡 山 産 機

夜 ノ 森 さ く ら

タ イ ヘ イ 産 機

会 津 平 和 建 機

扇町自自動車学校

田 島 建 機

南 湖 建 機

白 河 東 産 機

南 相 馬 建 機

ふ た ば

棚 倉 講 習 所

日 本 建 機 浪江

※ 福島労働局HP参照

毎 月 １ 回 （ 棚 倉 ）

４ ～ １ １ 月 ま で
隔 月 １ 回 （ 南 会 津 ）

フォークリフト運転技能講習受講助成事業

技　能　講　習　予　定　表

令和８年４月１日現在

毎 月 １ 回 （ 会 津 坂 下 ）

毎 月 １ ～ ２ 回 （ 会 津 若 松 ）

毎 月 １ ～ ２ 回 （ 白 河 ）

毎 月 ２ ～ ５ 回 （ 白 河 ）

毎 月 １ ～ ２ 回 （ 南 相 馬 ）

毎 月 １ ～ ２ 回 （ 伊 達 ）

毎 月 １ ～ ２ 回 （ 本 宮 ） （ 田 村 ）

毎 月 ３ ～ ４ 回 （ 郡 山 ）

毎 月 １ ～ ２ 回 （ 郡 山 ）

毎 月 ２ 回 （ い わ き ）

毎 月 １ ～ ２ 回 （ 浪 江 ）
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令和８年度準中型・中型・大型免許等取得助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）が直接雇用する従業員（福島県内の運送業務従事者に限る。）に「準中

型免許（限定解除含む。）」「中型免許（限定解除含む。）」「大型免許」「けん引免許」を取得させるた

めに支払った教習料の一部を助成し、雇用対策の一環としてドライバーの人材確保・育成に資する

ことを目的とする。 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

３ 助成の対象となる教習 

 指定教習所（県内３７ヶ所）において取得させた「準中型免許（限定解除含む。）」「中型免許（限

定解除含む。）」「大型免許」「けん引免許」とし、令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入

会日）から令和９年２月２２日までの間に教習所に通い、取得した免許とする。 

４ 助成金額 

 準中型免許  １名  ４０，０００円 

中型免許  １名  ７５，０００円 

大型免許  １名 １５０，０００円 

けん引免許  １名  ５０，０００円 

準中型免許限定解除  １名  ３０，０００円 

中型免許限定解除   １名  ３０，０００円 

１会員あたり５００，０００円を上限額とする。 

５ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

６ 予算額 ２０,０００,０００円 

７ 助成金の申請手続 

別紙の「準中型・中型・大型免許等取得助成金交付申請書」に必要な書類を添えて協会宛てに郵

便等又は持参により提出する。 

９ 助成金の返還 

（１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

（２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。
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10 注意事項 

次の場合は、助成の対象とならないので注意すること。 

（１）入社前に教習申込み、教習料の支払い又は免許を取得させた場合

（２）ＡＴ限定解除、中型二種免許、大型二種免許又は大型特殊免許を取得させた場合

（３）国又は公共機関等から助成を受けた（受ける）場合

（４）支払い完了を証明する書類（領収書等）の写しが個人名の場合
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教　習　機　関　名 住 所 電話番号

福島自動車学校 福島市町庭坂字原中2-51 024-591-1703

北部日本自動車学校 伊達市原島95 024-583-3331

マツキドライビングスクール　福島飯坂校 福島市飯坂町湯野字洞下1 024-542-1131

保原自動車学校 伊達市保原町字泉町65 024-575-2224

杉妻自動車学校 福島市清水町字東壇9 024-549-3331

東亜自動車学校 福島市松川町浅川字御荷ヶ沢5 024-567-3231

本宮自動車学校 安達郡大玉村大山字狐森18 0243-48-2218

郡山自動車学校 郡山市田村町金屋字マセロ53 024-944-0440

昭和ドライバーズカレッジ 郡山市芳賀1丁目3-4 024-944-2326

西部自動車学校 郡山市富田町稲川原40 024-932-1600

富久山自動車教習所 郡山市富久山町福原字水穴1 024-922-8070

田村自動車教習所 田村市船引町船引字山の内149-1 0247-82-0700

白河自動車学校 白河市字五番丁川原101-5 0248-22-7171

須賀川ドライビングスクール 岩瀬郡鏡石町蒲之沢町353 0248-73-4144

石川自動車教習所 石川郡石川町字屋敷ノ入72 0247-26-2897

棚倉自動車教習所 東白川郡棚倉町大字棚倉字日向前220-1 0247-33-2573

県南自動車学校 白河市東釜子字古峯内98 0248-34-2565

南部自動車学校 須賀川市北山寺町77番地 0248-75-2171

南湖自動車学校 白河市白坂一里段6-236 0248-22-1177

矢吹自動車教習所 西白河郡矢吹町小松358 0248-44-3280

喜多方ドライビングスクール 喜多方市字大谷地8014-2 0241-22-0997

会津中央自動車教習所 会津若松市米代2-5-41 0242-26-1344

田島ドライビングスクール 南会津郡南会津町永田字堂前2239 0241-62-1152

会津自動車学校 会津若松市神指町東城戸247 0242-24-0511

会津平和自動車学校 河沼郡会津坂下町大字福原字長泥8 0242-83-1111

扇町自動車学校 会津若松市一箕町亀賀字北柳原16 0242-22-3759

原町自動車教習所 南相馬市原町区南町4-50 0244-23-2960

ふたば自動車学校 双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬迫198-3 0240-34-2535

福島県東部自動車教習所 相馬市程田字潜石54-5 0244-35-2264

原町中央自動車教習所 南相馬市原町区錦町1-27 0244-23-2539

常交自動車学校 いわき市内郷御廐町川向10 0246-26-3723

平中央自動車学校 いわき市内郷小島町天ノ田15 0246-26-3429

小名浜自動車学校 いわき市小名浜字富岡向147 0246-54-5210

タイヘイドライバーズスクール いわき市平塩字古川1-1 0246-23-3411

福陽自動車教習所 いわき市錦町上川田19 0246-63-4553

湯本自動車学校 いわき市常磐水野谷町千代鶴1-2 0246-43-7781

吾妻自動車教習所 福島市下野寺字遠原36－5 024-591-1825

※ 詳細につきましては各教習所に直接ご確認ください。

準中型・中型・大型等取得助成事業

指　定　教　習　所　一　覧

令和８年４月１日現在

県北地区

いわき地区

県中地区

県南地区

会津地区

相双地区
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（参考）

●  運転免許証について
　令和７年３月から「マイナ免許証」を選択することが可能となり、運転者が従来の運転免許証を保有せず、

マイナンバーカードと一体となったマイナ免許証だけを保有する場合が生じ得ますが、マイナ免許証の券面
からは免許情報が確認できません。
　このため、当該運転者がマイナ免許証のみ保有の場合は、「マイナポータブルにログイン」又は「マイナ
免許証読み取りアプリ」を利用して、保存されてる免許情報を印刷して提出してください。

●  健康保険証について
　令和６年12月から健康保険証の新規発行が終了し､ いわゆる「マイナ保険証」に移行するとともに、マイ
ナ保険証非保有者については「資格確認書」が交付されることとなっておりますが、マイナ保険証・資格確
認書の券面からは、当該運転者が従業員として雇用されているかどうかの事実確認ができません。
　このため、従業員確認の証明書類として「雇用保険被保険者通知書」の写しを提出してください。

※ 現行の健康保険証について
事業所名称が申請事業所と同じであれば、
こちらの写しでも受付可とします。
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令和８年度トラック運転者の健康診断受診助成事業要領 

          

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、トラック運転者（以下「運転者」という。）の健康診断に対してその費用の一部を

助成し、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以下

「会員」という。）又は協会未加入事業者（以下「非会員」という。）が行う運転者の健康管理・健

康起因による交通事故を防止する事を目的とする。 

 

２ 助成対象者 

（１）会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、

会費の未納が無いもの）。 

（２）非会員は、Ｇマーク認定事業所であること。 

 

３ 助成の対象となる健康診断 

  会員又は非会員の県内事業所（支店・営業所を含む。）に勤務する運転者が受診する「定期健康診

断」若しくは「雇入れ時健康診断（運転者として雇入れた場合に限る。）」又は「特定業務従事者（深

夜業）健康診断」で､令和８年４月１日（ただし､新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２

日の間に受診したものとする。 

 

４ 助成件数 

（１）会員は、助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保有台数とす

る。ただし、新規会員の場合は入会時の台数とする。）×１．４倍まで（小数点以下切捨て）。 

（２）非会員は、令和８年４月１日現在の車両保有台数×１．４倍まで（小数点以下切捨て）。 

 

５ 助成金額 

（１）「定期健康診断」又は「雇入れ時健康診断」 

（２）「特定業務従事者（深夜業）健康診断」 

   運転者１人につき（１）・（２）何れも１，５００円とし、それぞれ年１回までとする。 

ただし、１，５００円未満の場合はその額とする。 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 １３,５００,０００円 
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８ 助成金の申請手続 

別紙の「トラック運転者の健康診断受診助成金交付申請書」に必要な書類を添えて協会宛てに郵

便等又は持参により提出する。この際、非会員は令和８年４月１日現在の車両保有台数を確認でき

る公的書類を添付する。 

 

９ 助成金の返還 

 （１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請 

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

10 注意事項 

運転者以外が健康診断を受けた場合は、助成の対象とならないので注意すること。 
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令和８年度 女性用休憩施設等整備助成事業要領 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）が、女性及び高齢者の職場環境改善に向けて休憩施設等の増改築を行っ

た場合、その費用の一部を助成することで女性及び高齢者が働きやすい職場づくりを推進すること

を目的とする。 

 

２ 助成対象者 

  会員で、会費の未納が無いもの(ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会費

の未納が無いもの)。 

 

３ 助成の対象となる増改築工事費 

  次の（１）及び（２）の条件を満たす増改築工事費（以下「工事費」という。） 

（１） 女性従業員用の休憩室、更衣室、トイレ又は高齢者従業員用のトイレとして実施した増改築

工事費のうち、協会が認めたもの。 

（２） 令和８年４月１日(ただし、新規会員の場合は入会日)から令和９年２月２２日までの間に

実施・支払が完了したもの。 

 

４ 助成件数 

  １会員当たり年度内１回。 

 

５ 助成金額 

  工事費（消費税等は除く。）の２分の１の額（千円未満切捨て）又は３００，０００円のいずれか

低い額とする。 

 

６ 予算額  １，５００，０００円 

 

７ 助成金の手続 

（１） 事前申請 

ア 会員が本助成金の交付を受けようとするときは、様式１「令和８年度女性用休憩施設等整 

備助成事業(事前)申請書（以下「申請書」という。）」に必要な書類を添付して、協会宛て 

に郵送等又は持参により提出する。 

イ 事前申請期間 

令和８年４月１日から令和８年１２月３１日。ただし、予算額に達した場合、その時点で 

終了とする。 

 （２）交付決定 

    協会は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付すべき 

ものと認めたときは交付決定を行い、様式２「女性用休憩施設等整備助成事業交付決定通知書」 

により会員へ速やかに通知する。 

（３） 実績報告書及び助成金の請求 

ア 会員は、工事が終了し支払いが完了したときは、速やかに、様式３「令和８年度女性用休 

憩施設等整備助成事業実績報告書（以下「実績報告書」という。)」に必要な書類を添付して、 

協会宛てに郵送等又は持参により提出しなければならない。 
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イ 提出（報告）期限 令和９年２月２２日。 

 

（４）助成金の交付 

    協会は、実績報告書の提出があったときは、速やかに審査し、その報告に係る事業の実施結 

果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、会員に対して 

助成金を交付する。 

 

８ 財産処分の制限 

会員は交付対象となった施設が３年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転

用、貸付等に供してはならない。ただし、あらかじめ協会の承認を得た場合はこの限りではない。 

 

９ 注意事項 

  備品等の購入費は対象外となるので、注意すること。 
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令和８年度熱中症予防対策支援助成事業要領 

 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、トラック運転者（以下「運転者」という。）の熱中症予防対策商品の購入を促進す

ることによって、運転者の就業中における熱中症を起因とする健康被害および事故予防対策を推進

することを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６ヶ月以上経過し、会費

の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる熱中症予防対策商品 

  令和８年４月１日から令和９年２月２２日までの間に購入した、熱中症予防対策商品（１）～（５）

（中古品を除く。）とする。 

（１） 作業着関連（空調付き作業着（交換用バッテリー等の付属品含む）、冷却機能付きベスト、 

涼感作業着・冷感インナー等） 

（２） ネッククーラー・クールタオル 

（３） 遮熱ヘルメット（冷却インナーキャップ含む） 

（４） 暑さ指数（ＷＢＧＴ）が測定できる機器（温湿度計等） 

（５） その他、協会が認めた熱中症予防対策商品（その他で申請の場合は助成の対象となるか、事 

前に協会まで問い合わせること。） 

 

４ 助成金額 

１会員あたり購入費用（消費税等は除く。）の２分の１の額（千円未満切捨て）とし、５０,００

０円を上限とする。 

 

５ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

  ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

６ 予算額 ２，５００,０００円 

 

７ 助成金の申請手続 

別紙の「熱中症予防対策支援助成事業実施報告書（助成金申請書）」に添付書類を添えて協会宛て

に郵便又は持参により提出する。 
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８ 助成金の返還 

 （１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申 

請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

９ その他 

 （１） インターネットなどの通信販売で商品を購入する際に、割引ポイント・割引クーポンを利

用した場合の購入費用（消費税等は除く。）は、割引利用額を差し引いた額とする。 

 （２） 経口補水液（ゼリータイプ・粉末タイプ含む）、清涼飲料水（スポーツドリンク等）及び食 

    品（熱中症対策用の飴・タブレット・サプリ等）は助成の対象外とする。 
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令和８年度アイドリングストップ支援機器導入助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以 

下「会員」という。）が、アイドリングストップ支援機器を導入する場合の費用の一部を助成することで 

その導入を促進し、もって、CO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一環としてア 

イドリングストップの励行に役立てることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

  会員で、会費の未納が無いもの(ただし、新規普通会員の場合は、入会後６ヶ月以上経過し、会費の未

納が無いもの)。 

 

３ 助成の対象となる機器 

  次の（１）～（２）の条件を満たす機器とする。 

（１） 別紙「対象機器一覧表」に記載された機器（協会のホームページで確認のこと）。 

（２） 会員が、令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの 

間に事業用貨物自動車に新たに導入した機器（中古品・レンタル品を除く）。 

 

４ 助成件数 

会員は、令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保有台数とす

る。ただし、新規普通会員の場合は入会時の車両保有台数とする。）と同数までとし、各機器の上限数は

次のとおりとする。 

 （１） 電気式のマット又は毛布 ３０枚まで。 

 （２） エア又は温水式ヒーター ３台まで。 

 （３） 蓄冷式クーラー・車載バッテリー式冷房装置等 ３台まで。 

 

５ 助成金額 

（１） 機器１台（枚）の２分の１の額（千円未満切捨て、１台（枚）毎に計算）とし、１台（枚）当た

りの上限額は下表のとおりとする。 

（２） 機器１台（枚）の内容は、機器本体・取付部品等の費用（取付工賃、消費税等は除く。）をいう。 

機器 助成金上限額 

電気式のマット又は毛布 １５,０００円 

エア又は温水式ヒーター ６０,０００円 

蓄冷式クーラー（デンソー、日野、三菱、ＵＤ製） ６０,０００円 

車載バッテリー式冷房装置等 ６０,０００円 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月1日から令和９年２月２２日。ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 ５,５００,０００円 

 

８ 助成金の申請手続 

  別紙の「令和８年度アイドリングストップ支援機器導入事業実施報告書（助成金申請書）」に、必要な 

書類を添付して、協会宛に郵送・持参等により提出する。 
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９ 助成金の返還 

 （１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請は、 

原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

10 機器の処分制限 

  機器導入の日から起算して次に定める期間が経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転 

用、貸付又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ協会の承認を得た場合はこの限りではない。 

 （１）エア又は温水式ヒーター、車載バッテリー式冷房装置 ６年 

 （２）その他の機器                   １年 

 

11 その他 

  導入方法は「機器購入」・「新車装着」、導入に当たっての支払方法は「買取り（一括、割賦）」・「リース」 

いずれの方法でもよい。 
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令和８年度環境対応車導入促進助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、貨物自動車運送業の用に供する環境対応車の普及を促進することを目的とす

る。 

 

２ 助成対象者 

  会員で、会費の未納が無いもの(ただし、新規普通会員の場合は、入会後６ヶ月以上経過し、

会費の未納が無いもの)。 

 

３ 助成台数 

 １会員５台まで。 

 

４ 予算額及び助成予定台数 

  ６,０００,０００円（１０台） 

 

５ 助成の対象となる車両、助成金額及び申請手続等 

公益社団法人全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）が定める「環境対応車導入促進

助成金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）、「令和８年度環境対応車導入促進助成事業実

施要領」、「令和８年度環境対応車導入促進助成事業の手続き（買取り導入事業者用）」及び

「令和８年度環境対応車導入促進助成事業の手続き（リース事業者用）」等並びに協会が定め

る「令和８年度環境対応車助成額等一覧」のとおりとする。ただし、令和９年２月２２日まで

に「車両登録」及び「実績報告」の提出が完了する車両を対象とする。「環境対応車導入促進

助成金交付申請書」（４枚複写）については協会から郵送等にて送付する。 

※要綱等については、協会及び全ト協のホームページで確認すること。 

 

６ 協会の様式 

  全ト協が定める「令和８年度環境対応車導入促進助成事業実施要領」に規定する協会の様式 

は次のとおりとする。 

（１） 環境対応車導入促進助成事業実績報告書（リース）福ト協様式 3-1 

（２） 環境対応車導入促進助成事業実績報告書兼助成金交付請求書（買取り）福ト協様式 3-2 

（３） 環境対応車導入促進助成金請求書（リース事業者用）福ト協様式 3-3 

（４） 環境対応車導入促進助成金交付申請変更届出書 福ト協様式 4 

（５） 環境対応車導入促進助成金交付申請取下届出書 福ト協様式 5 

（６） 環境対応車導入促進助成事業に係る財産処分等届出書 福ト協様式 6 

   

 

令和６年度環境対応車導入促進助成事業実施要領 

【協会ホームページ】 

http://fukutora.lat37n.com/furtherance/ 
【全ト協ホームページ】  

https://jta.or.jp/member/shien/efv2026.html 

 

当助成制度は原則事前申請となりますので、申請の際は下記へご連絡ください。 

（公社）福島県トラック協会 業務部 TEL：024-558-7755（音声ガイダンス１番） 
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区分 全ト協 福ト協

大　型 １００万円 －

中　型 ４５．９万円 ４５．９万円

小　型 １２．２万円 １２．２万円

大　型 ６０万円 ６０万円

中　型 ３３．５万円 ３３．５万円

小　型 ９．７万円 ９．７万円

電気自動車(※1助成対
象事業者は中小企業に
限る)

搭載された電池によって駆動され
る電動機を原動機とする自動車
で、当該自動車に係る自動車検
査証記録事項の燃料欄に当該自
動車の燃料が電気と記載されて
いるもの

小　型 ３０万円 ３０万円

燃料電池自動車(※1助
成対象事業者は中小企
業に限る)

圧縮水素又は液体水素を燃料とし、
燃料電池スタック及び電動機を備え
たもので、当該自動車に係る自動車
検査証記録事項の燃料欄に当該自
動車の燃料が燃料電池自動車と記
載されているもの

小　型 ３０万円 ３０万円

※１  電気自動車及び燃料電池自動車については、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項第1号に
　  掲げる中小企業者（資本金3億円以下又は従業員300人以下）の事業者であること。

※２　各区分に属する助成対象車両は、参考車両型式の一覧表（別表）に示すものとする。

令和８年度　環境対応車 助成額等一覧

助成対象車両
助成交付額（定額）

天然ガス自動車

内燃機関の燃料として可燃性ガ
スを用いる自動車で、当該自動
車に係る自動車検査証記録事項
の燃料欄に当該自動車の燃料が
ＬＮＧもしくはＣＮＧと記載されてい
るもの

ハイブリッド自動車

内燃機関を有する自動車で併せ
て電気又は蓄圧器に蓄えられた
圧力を動力源として用いるもので
あり、かつ、当該自動車に係る自
動車検査証記録事項の備考欄に
当該自動車がハイブリッド車と記
載されているもの
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令和８年度エコタイヤ導入助成（福島県エコタイヤ導入推進）事業要領 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

（１） この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員

（以下「会員」という。）又は非会員がエコタイヤを購入する場合の費用の一部を助成することで、協

会が行う環境問題対策の一環である省エネルギー対策をより効果的に推進することを目的とする。 

（２） 福島県「カーボンニュートラル推進事業」の福島県エコタイヤ導入推進事業として、貨物自動車のエ

コタイヤへの転換を支援することにより、運輸部門における二酸化炭素排出量の削減を図ることを

目的とする。 

 

２ 助成対象者 

（１）  会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後 6カ月以上経過し、会費 

の未納が無いもの）。 

（２）  会員又は非会員で、Gマーク認定事業所であるもの。 

 

３ 助成の対象 

   次の（１）～（３）を全て満たすタイヤとする。 

（１） 協会ホームページに掲載する「エコタイヤ対象商品一覧」に記載されたタイヤ。 

（２） 福島県内ナンバーの車両に新品で装着するタイヤ。 

（３） 令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの間に契約・購入

し、その費用の支払いが完了したタイヤ。リース契約、割賦契約で導入する場合は、装着初年度のみ

対象とし、令和８年４月１日（ただし、新規会員の場合は入会日）から令和９年２月２２日までの間に導

入した本数に、その導入に要する費用総額に対する支払済金額の割合を乗じて得た本数（端数は四

捨五入をする）までとする。 

 

４ 助成件数 

１会員当たり令和８年度助成事業基礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保有台数 

とする。ただし、新規普通会員の場合は入会時の車両保有台数とし、非会員は令和８年４月１日の車両保

有台数とする。）の３分の２（端数は四捨五入をする。）×１２本までとし３００本を上限とする。 

 

５ 助成金額  エコタイヤ１本あたり２，０００円とする。 

 

６ 申請期間 

   令和８年５月１日から令和９年２月２２日。ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 ３３，０００，０００円  

 （内訳：運輸事業振興助成交付金  １３，０００，０００円 、福島県エコタイヤ導入推進事業補助金  

２０，０００，０００円） 

 

８ 助成金の申請手続 

別紙の「令和８年度エコタイヤ導入助成(福島県エコタイヤ導入推進事業補助金)申請書」に、必要な書

類を添付して、協会宛てに郵送・持参等により提出する。県内に複数の営業所がある場合、本社又は主管

支店が取りまとめて提出する。 

 

 

 

 

 

44



 

９ 取得財産の管理 

   助成対象者は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、助成金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。 

 

１０ この事業は「令和８年度福島特定原子力施設地域振興交付金」を活用しています。 
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令和８年度 中小企業大学校受講助成事業要領 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員

及び賛助会員（以下「会員」という。）の経営者・管理者等が、中小企業大学校の経営戦

略等の講座を受講する場合、その受講料の一部を助成することにより、経営基盤のより

一層の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上

経過し、会費の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる受講者 

  会員である法定中小企業者（資本金３億円以下又は常傭従業員３００人以下）の経営

者、後継者及び管理者とする。 

  なお、会員中小企業者をもって構成されるトラック運送事業に係る協同組織の経営者、

管理者も対象とする。 

 

４ 助成の対象校・対象講座 

  別紙の対象校で、対象講座を令和８年４月１日から令和９年２月２２日までに受講し

た場合。 

 

５ 助成金額 

  受講料の３分の２とする。 

 

６ 申請期間 

（１）受講承認申請は原則として令和８年４月１日から令和８年１２月２５日までとす

る。 

（２）受講修了通知書（請求書）の提出は令和８年５月１日から令和９年２月２２日ま

でとする。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 ２００,０００円 

 

８ 助成金の申請手続 

（１）受講の届出・承認 

受講を希望する会員は、「受講承認申請書」（様式１の２）を協会へ提出する。（申 

請書提出後、協会は受講承認書を発行する。） 

（２）大学校への申込み 

受講を希望する会員は、協会からの受講の承認があった後、受講しようとする学校

に対して、受講申込みの手続きを行う。なお、同時に受講料を納入することになっ

ている学校については、所定の受講料（全額）を直接納入する。 

（３）受講修了後の手続き 

   会員は、受講者が所定期間を受講し「受講修了証書」の交付を受けたときは、速や 

かに「中小企業大学校講座受講修了通知書（請求書）」（様式２）を協会へ提出する。 

その際、「受講修了証書」の写し及び「振込金受取書」等の写しを添付する。 
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９ 助成金の返還 

（１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべて 

に係る申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものと 

する。 

 

10 受講申込み後の変更又は中止 

  会員は、協会から受講承認を得た後、申込み事項を変更又は受講を中止した場合は、

その旨、速やかに協会あてに届け出るものとする。 
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（別紙） 

 

 

１ 対象校 

  国の人材養成機関である中小企業大学校９校及び金沢キャンパス、四国キャンパス、ＷＥＢｅｅ 

Ｃａｍｐｕｓ（Ｗｅｂ講座）を対象とする。 

  最寄校での受講を原則とするが、希望する講座名・受講期間等により最寄校以外での受講も妨げ

ない。 

学校名 郵便番号 所在地 電話番号 

旭川校 078-8555 北海道旭川市緑が丘東 3 条 2-2-1 0166-65-1200 

仙台校 989-3126 宮城県仙台市青葉区落合 4-2-5 022-392-8811 

三条校 955-0025 新潟県三条市上野原 570 0256-38-0770 

東京校 207-8515 東京都東大和市桜が丘 2-137-5 042-565-1207 

瀬戸校 489-0001 愛知県瀬戸市川平町 79 0561-48-3400 

関西校 541-0052 
大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 

大阪国際ビルディング 17 階 
06-6530-0029 

広島校 733-0834 広島県広島市西区草津新町 1-21-5 082-278-4955 

九州校 812-0024 
福岡県福岡市博多区網場町 2-1 

博多 FD ビジネスセンター3階 
0949-28-1144 

人吉校 868-0021 熊本県人吉市鬼木町梢山 1769-1 0966-23-6800 

※金沢キャンパス、四国キャンパスは、特定の校舎を持たず、北陸、四国各県の会議施設等 

     で開講されるもの。 

 

２ 対象講座 

  対象となる講座は、中小企業大学校の各校（金沢キャンパス、四国キャンパス、ＷＥＢｅｅ Ｃ

ａｍｐｕｓ含む）が定める講座であって、次に掲げるもの、かつ、（公社）全日本トラック協会の

ホームページに掲載されたものとする。 

 （１）トップのための経営戦略、経営計画等に関する講座 

 （２）実践的な財務管理、利益計画等に関する講座 

 （３）管理者のための人材育成、労務管理等に関する講座 

 （４）女性リーダーの能力開発等に関する講座 

 （５）情報化、システム構築に関する講座 

 （６）その他物流事業に関わる講座 
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令和８年度グリーン経営認証取得・更新助成事業要領 

          

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）が、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が実施するグリーン

経営認証制度の認証登録を新規取得又は更新した場合に、その費用の一部を助成することにより、

業務の効率化・環境の改善を図ることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象 

  会員の県内事業所（支店・営業所を含む。）が、令和８年４月１日から令和９年２月２２日までの

間にグリーン経営認証を新規取得又は更新した場合 

 

４ 助成件数 

  １会員あたり新規取得又は更新のどちらか１回限りとする。 

 

５ 助成金額 

（１）新規取得の場合     １００，０００円（消費税を除く） 

（２）更新の場合        ５０，０００円（消費税を除く） 

   ただし、上記金額に満たない場合はその額とする。 

 

６ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

７ 予算額 １,３００,０００円 

 

８ 助成金の申請手続 

別紙の「グリーン経営認証取得・更新助成事業申請書」（以下「申請書」という。）に必要な書類

を添えて協会宛てに郵便等又は持参により提出する。 

 

９ 助成金の返還 

 （１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請 

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 
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近代化基金運営要領 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 近代化基金の基本的な考え方等 

(1) 近代化基金（以下「基金」という｡）の運用に当たっては､運輸事業振興助成交付金（以下「交付

金」という。）の趣旨を遵守し、資金運用の効率化、交付額の交付の是正、管理システムの合理

化等を配慮し、トラック運送業界の公平な振興を図るものでなければならない。

そのため公益社団法人福島県トラック協会（以下「福ト協」という。）に交付された交付金の一

部を基金に積立てし、融資を通じトラック運送事業の近代化・合理化をはかるとともに輸送力の

増強を図り、地域経済の発展及び国民経済の安定に寄与するものとする。 

(2) この要領は、近代化基金の設置及び管理に関する規程第７条に基づき、基金の管理・運営に

ついて定めることを目的とする。

２ 基金の運営機構 

(1) 基金の円滑な運営を行うために、交付金委員会（以下「委員会」という。）において必要な審議

を行う。なお、委員会は、公益社団法人全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）に設置される

経営改善・情報化委員会と緊密な連携をとり運営されるものとする。

(2) 委員会に付託する任務は次のとおりとする。

① 基本運用に係る契約等の基本的事項に関する事項

② 設備資金、環境対応車等及びポスト新長期等規制適合車の導入に係る融資の資金枠決定

に関する事項

③ 融資に係る公募要綱に関する事項

④ その他基金運用に付帯する一切の事項

３ 基金業務の運営方法 

(1) 融資業務については、トラック運送事業の公平な振興を図るために、福ト協の融資業務を含め

全ト協が株式会社商工組合中央金庫（以下「商工中金」という。）と契約を締結するものとする。

(2) この制度による融資については、次に定めるところにより利子を補給するものとする。

① 原則、貸出期間１年以上の融資を対象とする。

② 利子補給率は次のとおりとする。ただし、長期プライムレートが大幅に変動した場合は、基

金残高の状況等を踏まえ、別途検討する。

ア 上期推薦分（４～９月）

毎年２月発表の商工中金の長期プライムレートに３分の１を乗じた率（％の小数点第２位

を四捨五入） 

イ 下期推薦分（１０月～３月）

毎年８月発表の商工中金の長期プライムレートに３分の１を乗じた率（％の小数点第２位

を四捨五入） 

（注）令和８年度融資推薦分から本項の算式を適用し、それ以前の融資推薦分については推

薦時の利子補給率を適用する。 
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(3) 福ト協は、毎事業年度の一定期日に所定の様式に基づいて、公募（融資推薦申込み。以下同

じ。）を行うものとする。

(4) 公募の方法は、福ト協のホームページ等に公示するものとする。

(5) 福ト協は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条又は第３５条の許可を受け

た貨物自動車運送事業者、その共同体及びその持株会社（傘下の貨物運送事業者に係る資金

調達を行う者に限る。以下同じ）（以下「事業者」という。）からの融資申込みを受理した場合は、

事業計画の適格性等を検討し、妥当と判断されたもののうち福ト協の融資枠の範囲内において

推薦決定を行い申込者に通知するもとする。

(6) 福ト協において融資推薦決定した場合は、所定の様式に基づいて商工中金本・支店に報告す

るものとする。

(7) 融資を受けようとする事業者は、福ト協の推薦決定通知書写を添付し、最寄りの商工中金本・

支店又は商工中金の代理店（以下「商工中金等」という。）に対し借入申込みをするものとする。

(8) 商工中金等は、独自の立場で借入申込み案件を審査し、その結果を福ト協及び申込者に対し

速やかに報告するものとする。

４  基金の管理 

(1) 基金は、商工中金に預託し、会長がこれを管理するものとする。

(2) 基金は、商工中金における商工債券･定期預金等の固定性預金、当座預金、普通預金に預託

するものとする。

５  基金による設備資金の融資 

(1) この制度の対象者は、福ト協の会員（入会後１年以上経過し、会費の未納が無いものに限

る。）で商工中金等と取引資格を有するもの、その共同体及びその持株会社（以下「助成対象

者」という。）とする。

(2) 融資推薦決定の通知を受けた助成対象者は、直ちに最寄りの商工中金等に所定の様式に基

づいて借入れ手続きをとるものとする。

(3) この制度の対象事業は、次に定めるものとする。

① トラックターミナル･配送センター等の物流施設の整備に要する資金

② 福利厚生施設の整備に要する資金

③ 荷役機械・車両等の購入（代替を含む）及び車両の改造に要する資金

(4) この制度の融資条件は、次に定めるものとする。

① 融資限度は、トラック運送事業の公平な振興を図るとともに機会の均等を図ることを目的と

して次のとおり定めるものとする。

ア 個別企業体の場合 最高限度額を３千５百万円とする。

イ 共同体の場合 最高限度額を７千万円とする。

② 再融資の制限として、助成対象者が再度この融資制度の適用を受けようとする場合は、

既往の借入金が当初の約定に基づき正常な形で償還が実行されているものに限る。

③ この制度による借入金に対する利率は、商工中金の所定利率によるものとする。

④ 償還期間は１０年以内とする。ただし、融資対象物件の法定耐用年数が１０年未満の場合

については、原則、法定耐用年数以内とする。
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⑤ 償還金の据置期間は、償還期間のうち６ヶ月以内とする。 

⑥ 担保及び保証人は商工中金等の定めるところによる。また、福ト協においては債務保証を

行わないものとする。 

(5) 元金及び利息等の支払が遅延することによって発生する延滞利息の支払い責任は、次に定め

るところによる。 

① 元金の返済に係るものについては、商工中金等の借入金約定により借入者が負担するも

のとする。 

② 福ト協が利子補給によって支払いすべき利息が遅延することによって発生する利息は、借

入者が負担する利息の延滞分も含めて、福ト協が支払いの責任を負うものとする。 

③ 助成対象者の都合により遅延した場合における福ト協の利子補給額を含めた延滞利息に

ついては、借入者が支払責任を負うものとする。 

(6) 利子補給の制約は、次に定めるところによる。 

① 借入者（転貸方式により借入れた助成対象者を含む。）が、正常な取引を維持することが困

難（例えば銀行取引の停止、倒産、破産、営業権の譲渡、会員の資格を失った時及び正常な

会員の義務を果たさない場合等）であると判断されるときは、福ト協は利子補給を打ち切るも

のとする。 

② 借入者（転貸方式により借入れた助成対象者を含む。）が、正当な事由がなく推薦決定を受け

た事業計画と異なるものに転用した場合は、利子補給を打ち切ると同時に、既往の利子補給分

返還を求めるものとする。 

なお、既往の利子補給分の返還を命じられた助成対象者については、福ト協が行う助成事

業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとす

る。 

③ 福ト協は、本要領の主旨に照らし利子補給を継続することが適当でないと判断した場合又

は次のア、イのいずれかに該当するときは、利子補給の打ち切り及び既に交付した利子補給

分の全部若しくは一部の返還を命じることができる。 

ア この要領その他福ト協が定める事項に違反したとき 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

④ 上記②又は③の規定により返還を命じられた助成対象者については、福ト協が行う助成事

業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものと 

する。 

(7) 融資推薦にかかる一連の書式（融資推薦申込書・融資推薦書・事業計画書等）については、別

途定めるものとする。 

(8) 資本金１０億円以上の会社又は株式市場一部上場会社及びこれらの会社が過半数の株式を

占有する会社に対する融資については、委員会が指定する金融機関に基金を預託替えし、  

当該金融機関を窓口として、本領領と全く同じ融資条件により融資を行うものとする。 

 

６ 環境対応車及び省エネ関連機器導入に係る融資 

(1) 環境対応車（天然ガス自動車、ハイブリッド自動車）の導入及び省エネ関連機器（ＥＭＳ及びド

ライブレコーダー等）の導入に伴う融資に対して行う利子補給については、上記「３ 基金業務の

運営方法」及び「５ 基金による設備資金の融資」の規定にかかわらず、融資対象者、融資対象
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事業、融資限度及び償還期間等については、次のとおりとする。 

① 融資対象者 福ト協の会員（入会後１年以上経過し、会費の未納が無いものに限る。）で商

工中金等と取引資格を有するものとする。 

② 融資対象事業 

    ア 環境対応車 

全ト協及び福ト協の導入促進助成事業対象となる天然ガス自動車、ハイブリッド自動車を

いう。 

    イ 省エネ関連機器 

全ト協と福ト協の導入促進助成事業対象となるＥＭＳ及びドライブレコーダー等をいう。 

   ③ 融資限度 １助成対象者当たり３千５百万円 

   ④ 償還期間 ５年以内（据置期間６ヶ月を含む） 

   ⑤ 添付書類 

②の環境対応車（天然ガス自動車、ハイブリッド自動車）に適合する自動車検査証記録事項

（写）又は省エネ関連機器の売買契約書（写）を添付すること。 

 

７ ポスト新長期等規制適合車導入に係る融資 

(1) ポスト新長期等規制適合車又は平成２８年排出ガス規制適合車の導入（増車を含む。）に係る

融資の利子補給については、上記「４ 基金業務の運営方法」及び「５ 基金による設備資金の

融資」の規定にかかわらず、融資対象者、融資対象事業、融資限度及び償還期間等について

は、次のとおりとする。 

① 融資対象者 福ト協の会員（入会後１年以上経過し、会費の未納が無いものに限る。）で商

工中金等と取引資格を有するものとする。 

② 融資対象事業 

ア ポスト新長期規制適合車 

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示」（平成２０年

３月２５日国土交通省告示第３４８号）による改正後の「道路運送車両の保安基準の細目を

定める告示」（平成１４年７月１５日国土交通省告示第６１９号）に定める排出基準に適合す

る事業用貨物自動車をいう。 

イ 平成２８年排出ガス規制適合車 

「道路運送車両の保安基準」「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部

を改正する告示（平成２７年７月１日）による改正後の「道路運送車両の保安基準の細目を

定める告示」（平成１４年７月１５日国土交通省告示６１９号）に定める排出基準値に適合す

る事業用貨物自動車をいう。 

③ 融資限度 １助成対象者当たり７千万円とする。 

④ 償還期間 ５年以内（据置期間６ヶ月を含む）とする。 

⑤ 添付書類 

②のポスト新長期等規制適合車又は平成２８年排出ガス規制適合車に適合する自動車検査

証記録事項（写）を添付すること。 
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附 則  

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

  

昭和５２年 ２月１５日  仙台陸運局長に承認申請 

昭和５２年 ５月１１日  仙陸自貨第２６０号にて承認 

昭和５９年 ３月１９日  仙台陸運局長に一部改正承認申請 

昭和５９年 ３月３０日  仙陸自貨第２３３号にて承認 

昭和６１年 ６月１１日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

昭和６１年 ６月２５日  東北自貨第３７７号にて承認 

昭和６２年 ３月１８日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

昭和６２年 ４月 ７日  東北自貨第２２０号にて承認 

平成 ５年 ６月 ３日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成 ５年 ６月２４日  東北自貨第３７１号にて承認 

平成 ６年 ３月 ２日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成 ６年 ３月 ８日  東北自貨第１１６号にて承認 

平成 ８年 ３月１４日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成 ８年 ３月２８日  東北自貨第２１４号にて承認 

平成１０年 ２月 ２日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成１０年 ３月 ３日  東北自貨第６７号にて承認 

平成１２年 ６月 ５日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成１２年 ６月１５日  東北自貨第３３６号にて承認 

平成１４年１１月 ７日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成１４年１１月１２日  東自貨第３６７号にて承認 

平成１５年１２月１８日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成１５年１２月２６日  東自貨第４１８号にて承認 

平成１６年 ６月２５日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成１６年 ７月 １日  東自貨第１５６号にて承認 

平成２１年 ３月２６日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成２１年 ３月３１日  東自貨第６０７号にて承認 

平成２３年 ５月２５日  東北運輸局長に一部改正承認申請 

平成２３年 ６月 １日  東自貨第６３号にて承認 

平成２４年 ４月 １日  一部改正 

平成２５年 ４月 １日  一部改正 

平成２７年 ４月 １日  一部改正 

平成２９年 ４月 １日  一部改正 

平成３０年 ４月 １日  一部改正 

令和 ４年 ４月 １日  一部改正 

令和 ８年 ４月 １日  一部改正 
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令和８年度 信用保証料に対する助成事業要領 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）が、環境問題や交通安全対策への対応のための運転資金等の調達に苦慮

している実状に鑑み、その支援策として、会員が金融機関から借り入れする際、福島県信用保証協

会（以下「保証協会」という。）の保証料を支払った場合に、その保証料の一部を助成することによ

り、事業の円滑化を図ることを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる保証料 

  令和８年４月１日から令和９年２月２２日までの融資実行分にかかる保証協会の保証料（以下 

「保証料」という。）で、次に掲げるもの。 

（１）運転資金の融資にかかる保証料 

（２）設備資金の融資にかかる保証料 

 

４ 助成金額 

  保証料（公的機関より助成がある場合は、その額を差し引いた保証料）の額が５万円までは全額、 

５万円を超えるときは超えた額の２分の１に５万円を加えた額（年度内１０万円限度）とする。 

 

５ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

６ 予算額 １,５００,０００円 

 

７ 助成金の申請手続 

  保証協会に保証料を支払った場合、別紙「信用保証料助成申請書」に、必要な書類を添付して、 

協会宛てに郵送等又は持参により提出する。 

 

８ 助成金の返還 

 （１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請 

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 
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９ 助成金の返納 

  融資の繰上償還等を行い、保証料の返還を受けた場合は、その日から１４日以内に協会に申告し、 

返還額に相当する助成金を返納しなければならない。 

 

10 注意事項 

保証料が分割払の場合、申請１回で終了とする。 
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令和８年度セーフティネット保証等融資にかかる 

信用保証料に対する助成事業要領 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）が、国が定めるセーフティネット保証を受けた融資等にかかる福島県信

用保証協会（以下「保証協会」という。）の保証料を支払った場合に、その保証料の一部を助成する

ことにより、経営の安定に資することを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる保証料 

  令和８年４月１日から令和９年２月２２日までの融資実行分にかかる保証協会の保証料（以下 

「保証料」という。）で、次に掲げるもの。 

（１）国が定めるセーフティネット保証（中小企業信用保険法第２条第５項第１号～第８号及び同

条第６項「危機関連保証」）を受けた融資にかかる保証料 

（２）国が定める「災害関係保証」（「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第

１２条」）及び「東日本大震災復興緊急保証」（「東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律第１２８条」）に規定する保証を受けた融資にかかる保証料 

（３）原油・原材料価格の変動、景況悪化又は東日本大震災に伴う資金繰り支援等を目的とした福

島県が定めるセーフティネット制度及び緊急経済対策資金等融資にかかる保証料 

 

４ 助成金額 

  保証料（公的機関より助成がある場合は、その額を差し引いた保証料）の額が１０万円までは全 

額、１０万円を超えるときは超えた額の２分の１に１０万円を加えた額（年度内２０万円限度）と 

する。 

  ただし、「災害関係保証」又は「東日本大震災復興緊急保証」を受けた融資にかかる保証料に対す 

る助成金の限度額は、１会員あたり４０万円とする。 

 

５ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

６ 予算額 ３,０００,０００円 

 

７ 助成金の申請手続 

  保証協会に保証料を支払った場合、別紙「セーフティネット保証等融資にかかる信用保証協会保 

証料助成申請書」に、必要な書類を添付して、協会宛てに郵送等又は持参により提出する。 
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８ 助成金の返還 

 （１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。 

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。 

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請 

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 

 

９ 助成金の返納 

  融資の繰上償還等を行い、保証料の返還を受けた場合は、その日から１４日以内に協会に申告し、 

返還額に相当する助成金を返納しなければならない。 

 

１０ 注意事項 

（１）「福島県信用保証協会利用の信用保証料助成要領」（以下「一般保証」という。）による助成を

受けた場合でも、本助成金を別枠で受けることができる。 

（２）本助成金により限度額まで助成を受けた後、再度、本助成金の交付対象となる融資を受けた

場合の保証料は、一般保証より助成を受けることはできない。 

（３）保証料が分割払の場合、申請１回で終了とする。 
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令和８年度セーフティネット保証等融資にかかる 

利子に対する助成事業要領 

 

令和８年４月１日 

 公益社団法人福島県トラック協会 

 

１ 助成の目的 

  この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会

員（以下「会員」という。）が、「セーフティネット保証等融資にかかる信用保証料に対する助成事

業要領」に基づき協会の保証料の助成を受け、融資にかかる借入（支払）利子を支払った場合に、

その一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

会員で、会費の未納が無いもの（ただし、新規普通会員の場合は、入会後６カ月以上経過し、会

費の未納が無いもの）。 

 

３ 助成の対象となる利子 

 令和３～７年度に「セーフティネット保証等融資にかかる信用保証料に対する助成事業要領」に

基づき協会の保証料の助成を受けた融資に対して支払った利子とし、次のいずれかの条件を満たす

もの。ただし、市町村より利子助成がある場合、その期間は助成しない。 

（１）令和３～６年度にセーフティネット保証料助成を受けた場合 

融資日から５年以内に助成申請がされたものであること。 

（２）令和７年度にセーフティネット保証料助成を受けた場合 

融資日から４年以内に助成申請がされたものであること。 

 

４ 助成金額 

（１）令和３～６年度にセーフティネット保証料助成を受けた場合 

    助成率を０．８％とし、融資日から３年間とする。 

ただし、借入（支払）利率が助成率を下回る場合は、借入（支払）利率と同率とする。 

 （２）令和７年度にセーフティネット保証料助成を受けた場合 

支払った利子の額とし、融資日から３年間の累計で３００，０００円を限度とする。 

 

５ 申請期間 

  令和８年５月１日から令和９年２月２２日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

 

６ 予算額 １３,０００,０００円 

 

７ 助成金の申請手続 

  金融機関に利子を支払った場合、別紙「セーフティネット保証等融資にかかる利子助成申請書」 

に、必要な書類を添付して、原則として、６カ月毎に協会宛て郵送・持参等により提出する。 
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９ 助成金の返還 

（１）協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

（２）前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請

は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

10 注意事項 

（１）令和８年度以降にセーフティネット保証料助成を受けた融資については、助成を行わない（当

該助成事業の新規受付を廃止する）こととする。 

（２）当該助成事業は令和１１年度をもって廃止とする。
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令和８年度運行管理者講習(一般・基礎)受講助成事業要領 

令和８年４月１日 

公益社団法人福島県トラック協会 

１ 助成の目的 

この助成金は、公益社団法人福島県トラック協会（以下「協会」という。）の普通会員及び賛助会員（以 

下「会員」という。）又は協会未加入事業者（以下「非会員」という。）の従業員が、指定講習実施機関の

行う対面・動画視聴方式運行管理者講習（一般・基礎）を受講した場合、又は独立行政法人自動車事故

対策機構が提供するｅラーニング講習（一般・基礎）を受講した場合に受講料の一部を助成することによ

って、運行管理者の資質向上を図ることを目的とする。 

２ 助成対象者 

（１） 一般講習

ア 会員 会費の未納が無いもの

イ 非会員 Ｇマーク認定事業所であること

（２） 基礎講習

会員   会費の未納が無いもの 

３ 助成の対象となる講習・助成金額 

令和８年４月１日（ただし、新規会員は入会日）から令和９年２月２５日までの間に受講した講習とする。 

助 成 対 象 助 成 金 額 

一般講習 

福島県内の事業所に従事している者で、かつ、運行管理者として選任

された者が受講する一般講習（対面・動画視聴方式講習・ｅラーニング

講習）。 

１，５００円 

基礎講習 

福島県内の事業所に従事している者が受講する基礎講習（対面・動画

視聴方式講習・ｅラーニング講習）で、会員は、令和８年度助成事業基

礎台数（令和８年４月１日現在で協会に届け出ている車両保有台

数とする。ただし、新規普通会員の場合は入会時の台数とする。）の１

割（端数は切上げ）を上限とする。 

５，０００円 

４ 指定講習実施機関 

（１） 自動車事故対策機構 福島支所   電話 024-522-6626 

（２） 富久山自動車教習所 附属交通安全研究所   電話 024-955-6131 

（３） 平中央自動車学校   電話 0246-26-3429 

（４） 南湖自動車学校   電話 0248-22-1177 

（５） 保原自動車学校   電話 024-575-2224 

（６） ヤマト・スタッフ・サプライ   電話 022-706-1487 

（７） 扇町自動車学校   電話 0242-22-3759 

（８） 自動車事故対策機構 安全指導部 指導講習グループ  電話 03-5608-7641

ナスバホームページ https://www.nasva.go.jp/fusegu/elearning.html 
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５ 申請期間 

令和８年５月１日から令和９年２月２５日。 

ただし、予算額に達した場合、その時点で終了とする。 

６ 予算額  ３，０００，０００円 

７ 助成金の申請手続 

別紙の「運行管理者講習（一般・基礎）受講助成金交付申請書」に必要な書類を添えて協会宛てに郵

便等又は持参により提出する。 

８ 助成金の返還 

（１） 協会は、次のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じることができる。

ア この要領その他協会が定める事項に違反したとき。

イ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

（２） 前項の規定により返還を命じられた会員については、協会が行う助成事業すべてに係る申請は、

原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

９ 注意事項 

支払い完了を証明する書類（領収書等）の写しが個人名の場合は助成の対象とならない。 
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